
  令和元年 ５月２１日 

内閣府 民間資金等活用事業推進室 

ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム協定制度の協定先の決定について 

◯ 内閣府と国土交通省は、地域の関係者が主体となったＰＰＰ／ＰＦＩの推進を一層促進するた

め、地域の産官学金が集まりＰＰＰ／ＰＦＩ事業のノウハウ取得や官民対話を含めた情報交換

等を行う取組を支援する「ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームの協定制度」を創設しました。 

◯ 協定先の募集を本年１月２５日から３月２０日まで行い、この度、協定制度の要件を満たす

２１の地域プラットフォームを、協定先として決定しました。

 ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム協定制度の協定先

川崎市 PPP プラットフォーム 横須賀 PPP/PFI地域プラットフォーム 

とやま地域プラットフォーム いしかわ PPP/PFI 地域プラットフォーム 

ふくい地域プラットフォーム ぎふ PPP/PFI 推進フォーラム 

静岡市 PPP/PFI地域プラットフォーム みえ公民連携共創プラットフォーム 

淡
お

海
うみ

公民連携研究フォーラム 京都府公民連携プラットフォーム 

和歌山県官民連携プラットフォーム 鳥取県 PPP/PFI推進地域プラットフォーム 

広島県 PPP/PFI地域連携プラットフォーム 山口地域 PPP/PFI 官民連携プラットフォーム 

徳島県 PPP/PFIプラットフォーム 高知県 PPP/PFI県域連携プラットフォーム 

北九州地域 PPP/PFI 官民連携プラットフォーム 長崎県 PPP/PFI地域プラットフォーム 

熊本市公民連携プラットフォーム 宮崎県・地域 PPP プラットフォーム 

沖縄地域 PPP/PFI プラットフォーム 

  各ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームの代表者は、別紙を参照ください。 

今後、内閣府と国土交通省は、講師派遣や企画・構想段階の事業化支援等により、協定プラッ

トフォームの活動を支援します。

なお、５月２３日（木）に、各ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームに対して、内閣府と国土

交通省が協定プラットフォームとして証する、協定証書の手交式を開催します。 

●ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム協定の手交式

日 時：令和元年 ５月２３日（木）１７：２０～１８：００

場 所：中央合同庁舎第８号館 ６階 ６２３会議室 

【お問合せ】 

内閣府 民間資金等活用事業推進室  草野、永谷、外山 

TEL：03-6257-1655 FAX：03-3581-9682 

参考資料３



<別紙>　ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム協定制度　協定先

ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム名称 代表者の構成

川崎市PPPプラットフォーム 川崎市

横須賀PPP/PFI地域プラットフォーム 横須賀市

とやま地域プラットフォーム 富山市、財務省北陸財務局、株式会社日本政策投資銀行、株式会社北陸銀行

いしかわPPP/PFI地域プラットフォーム 株式会社北國銀行、石川県、株式会社日本政策投資銀行、財務省北陸財務局

ふくい地域プラットフォーム
株式会社福井銀行、福井県、福井市、株式会社日本政策投資銀行、
財務省北陸財務局

ぎふPPP/PFI推進フォーラム 国立大学法人 岐阜大学、岐阜県、岐阜市

静岡市PPP/PFI地域プラットフォーム 静岡市

みえ公民連携共創プラットフォーム 三重県、株式会社百五銀行

淡海公民連携研究フォーラム
国立大学法人 滋賀大学、滋賀県、株式会社滋賀銀行、
株式会社しがぎん経済文化センター

京都府公民連携プラットフォーム 京都府

和歌山県官民連携プラットフォーム 和歌山県

鳥取県PPP/PFI推進地域プラットフォーム 鳥取県

広島県PPP/PFI地域連携プラットフォーム
広島県、株式会社広島銀行、株式会社もみじ銀行、一般財団法人ひろぎん経済研究所、
株式会社YMFG ZONEプラニング

山口地域PPP/PFI官民連携プラットフォーム
山口県、下関市、株式会社山口フィナンシャルグループ、株式会社山口銀行、
株式会社YMFG ZONEプラニング

徳島県PPP/PFIプラットフォーム 徳島県

高知県PPP/PFI県域連携プラットフォーム 高知県

北九州地域PPP/PFI官民連携プラットフォーム
北九州市、株式会社山口フィナンシャルグループ、株式会社北九州銀行、
株式会社YMFG ZONEプラニング

長崎県PPP/PFI地域プラットフォーム 長崎県

熊本市公民連携プラットフォーム 熊本市

宮崎県・地域PPPプラットフォーム 宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、日向市、株式会社宮崎銀行、株式会社宮崎太陽銀行

沖縄地域PPP/PFIプラットフォーム 沖縄振興開発金融公庫、沖縄県、沖縄電力株式会社



「ＰＰＰ/ＰＦＩ地域プラットフォームの協定制度」の創設

内閣府及び国土交通省は、地方公共団体を始め地域の関係者のＰＰＰ/ＰＦＩに対する理解度の向上を図
るとともに、地域の様々な事業分野の民間事業者の企画力・提案力・事業推進力の向上やその能力を活
用した案件の形成を促進するため、地域の産官学金が集まって、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業のノウハウ取得や官民対
話を含めた情報交換等を行う地域プラットフォームの代表者と協定を結び、活動を支援

概要

協定内容

■対象となる地域プラットフォーム
〇要件

・代表者に地方公共団体(都道府県、政令指定都市等)が含ま

れる

・代表者と同一の都道府県内の地方公共団体、金融機関、民

間事業者等から、構成団体としての参加の希望があったとき

には、原則としてこれを認める 等

【協定プラットフォームイメージ】

■支援内容
○関係省庁の職員及び専門家を講師として派遣

〇地方公共団体が協定プラットフォームを通じて検討している

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業に関する企画・構想の事業化を支援 等

〇次に掲げる機会を年１回以上提供

・参加者のＰＰＰ/ＰＦＩ事業のノウハウ習得の機会

・地方公共団体がその所在する都道府県内の民間事業者等

から意見を聴く等の官民対話の機会

・地域の様々な事業分野の民間事業者等の情報交換の機会

参考
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